
 

仕様書 
自動車部管理課 

 

件 名 寝具カバーリース（バス営業所） 

納品(履行)場所 各営業所（別紙のとおり） 

契 約 期 間 令和８年４月１日 から 令和９年３月３１日 まで 

内 容 

 

第１ 作業内容 

   別紙のとおりとする。 

 

第２ 作業責任者 

受注者は、作業責任者を選定し、本業務遂行について、

指揮、監督及び管理を行うこととする。 

 

第３ 立入り 

受注者は、本業務に当たり、定められた場所以外への立

入りを禁止する。ただし、やむを得ず立ち入る場合は、発

注者の承諾を得るものとする。 

 

第４ 服装等 

受注者は、常に身分証明書を携帯し、名札及び腕章を着

用し、当該職員であることを明示することとする。 

 

特 記 事 項 等 

第１ 損害賠償 

受注者は、搬送中、その責めに帰すべき事由により発注

者に損害を与えた場合は、発注者に対して、その賠償の責

を負う。 

 

第２ 関係法令等 

受注者は本業務に対して、京都市交通局契約規程、労働

安全衛生法をはじめ、関係法令等を遵守するものとする。

 

第３ 契約解除 

   発注者は、契約後においても、本仕様書における業務の

不履行等を理由に、本契約を解除することができる。また、

発注者は、受注者の責により発注者の業務に重大な支障が

発生した場合は、本契約を即時解除することができる。 

 

第４ 協議事項 

契約後においても、本仕様書に疑義が生じた場合は発注

者と受注者が協議したうえで定めるものとする。 

 

物件等調達 



第５ その他 

本仕様書に記載されていない事項及び不明な事項につ

いては発注者・受注者協議のうえ定めるものとし、受注者

は発注者の指示に従うものとする。 

 

第６ 事故防止 

   受注者は、本業務の作業に当たり、発注者と十分な打合

せを行い、事故防止に努めるものとする。万一事故が発生

した場合は、受注者の責任において発注者が指定する期間

内に処理することとする。 

 

第７ リース料の支払 

  リース料は１２か月に分割して支払い、端数は４月に支払

う。様式等については、発注者の指示に従うものとする。契

約金額に変更が生じた場合は別途協議を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙）  

寝具カバーリース業務内容  

 
１．納品先  

営  業  所  住  所  電  話  番  号  

西  賀  茂  北区西賀茂山ノ森町５０  ４９２－６９４１  

烏    丸  北区小山北上総町４９  ４９１－０４３０  

九    条  南区東九条下殿田町７０  ６９１－００５７  

梅    津  右京区西院笠目町９－１５  ３１１－０９９７  

 

２．寝具数  

（１）  乗務員用  

 西賀茂  烏 丸  九 条  梅 津  合 計  

掛布団カバー  20 21 30 24 95 

敷布団カバー  20 21 30 24 95 

枕カバー  20 21 30 24 95 

※ 週２回、カバー交換作業を行うこととする。  

（２）  非乗務員用  

 
西賀茂  烏 丸  九 条  梅 津  合 計  

掛布団カバー  3 3 5 3 14 

敷布団カバー  3 3 5 3 14 

枕カバー  3 3 5 3 14 

 ※ 週３回、カバー交換作業を行うこととする。  

 

３．寝具カバー仕様  

（１）乗務員用  

 規  格  素  材  

掛ふとんカバー  １５０㎝ × ２１０㎝  綿１００％  

敷ふとんカバー  １０５㎝ × ２１５㎝  Ｔ／Ｃ（混綿） 

枕カバー  ６８㎝ ×  ４３㎝  Ｔ／Ｃ（混綿）  

 

（２）非乗務員用（西賀茂、梅津）  

 規  格  素  材 

掛ふとんカバー  １５０㎝ × ２１０㎝  綿１００％ 

敷ふとんカバー  １６０㎝ × ２７０㎝  Ｔ／Ｃ（混綿） 

枕カバー  ６８㎝ ×  ４３㎝  Ｔ／Ｃ（混綿） 

 



（３）非乗務員用（烏丸、九条）  

 規  格  素  材 

掛ふとんカバー  １５０㎝ × ２１０㎝  綿１００％ 

敷ふとんカバー  １８０㎝ × ２８０㎝  Ｔ／Ｃ（混綿） 

枕カバー  ６８㎝ ×  ４３㎝  Ｔ／Ｃ（混綿） 

 

※  規格については、各営業所の寝具サイズに合うものであれば可とする。  

※  寝具との規格（サイズ）が合わない場合、受注者は、当該寝具に合うサイズのカバー類

を用意すること。  

 

４．カバー交換頻度  

（１）  乗  務  員・・・週２回交換（交換作業込み）  

（２）  非乗務員・・・週３回交換（交換作業込み）  

 

５．カバー作業内容  

受注者は、本業務の実施に当たり、発注者と綿密な連絡を行うこととする。  

 

６．作業時間  

受注者は、本業務を、発注者が指示する時刻に行うこととする。  

 

７．搬送用具等 

受注者は、本業務に使用する自動車等用具を用意するものとする。 

  

８．緊急措置 

受注者は、事故その他の理由により、搬送方法等をやむを得ず変更する場合又は変更

が生じる恐れのある場合は、速やかに次の連絡先に報告し、発注者の指示に従うものと

する。 

京都市交通局 自動車部 管理課 

電話番号 ０７５－８６３－５１１６ 


